
◎酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を

改正する法律 
（平成一五年五月一日法律第三三号）   

一、提案理由（平成一五年四月二日・衆議院財務金融委員会） 

○塩川国務大臣 ただいま議題となりました酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に

関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申

し上げます。 

 政府は、酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境

の変化を踏まえ、酒類販売業等の免許の要件を追加するとともに、酒類小売業者は酒類

販売管理者を選任しなければならないこととする等所要の措置を講ずることとし、本法

律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、税務署長が酒類販売業等の免許を与えないことができる要件として、未成年

者飲酒禁止法または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定により、

罰金の刑に処せられた者である場合を加えることとしております。 

 第二に、財務大臣は、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するために定め

られた酒類の表示の基準のうち、特に重要と定める基準を遵守していない酒類販売業者

等に対し、その遵守を命令することができるよう所要の改正を行うこととしております。 

 第三に、酒類小売業者は、未成年者飲酒禁止法等の酒類の販売業務に関する法令の規

定を遵守した適正な販売管理が確保されるよう、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任

しなければならないこととする等の規定を設けることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一五年四月三日） 

○小坂憲次君 ただいま議題となりました両案につきまして、財務金融委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 初めに、内閣提出、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改

正する法律案について申し上げます。 

 本案は、酒類小売業免許に係る規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を

踏まえ、所要の措置を講ずることとするものであり、その概要を申し上げますと、 

 まず、酒類販売業等の免許の拒否事由として、申請者が未成年者飲酒禁止法等により

罰金刑に処せられた者である場合を加えることとする、 

 また、財務大臣は、酒類の取引の円滑な運行等に資するために定められた表示の適正

化に係る基準のうち、特に重要と定めるものを遵守していない業者に対し、その遵守を

命令することができることとする、 

 さらに、酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任しなければならない



こととする等としているものであります。 

……………（略）…………… 

 以上の両案のうち、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改

正する法律案は、三月二十七日当委員会に付託され、昨日塩川財務大臣から提案理由の

説明を聴取いたしました。 

……………（略）…………… 

 同日、両法案及び修正案に対する質疑を行い、質疑を終局した後、討論を行い、順次

採決いたしましたところ、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部

を改正する法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと、また、酒類小売

業者の経営の改善等に関する緊急措置法案は全会一致をもって修正議決すべきものと決

しました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院財政金融委員長報告（平成一五年四月二三日） 

○柳田稔君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案

は、酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化

を踏まえて、酒類販売業等の免許の要件を追加するとともに、酒類小売業者は酒類販売

管理者を選任しなければならないこととする等、所要の措置を講じようとするものであ

ります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法案を一括して議題とし、酒類小売業における規制緩和の

是非、未成年者飲酒防止のための酒類販売管理の必要性、緊急調整地域を指定するに当

たっての運用の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 

 質疑を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 


